
公示期間4.1-4.10 

 

新潟市火災調査規程の一部を改正する規程を次のように定める。 

令和７年４月１日 

新潟市消防局長 阿部 一彦 

新潟市消防局訓令第１０号 

新潟市火災調査規程の一部を改正する規程 

新潟市火災調査規程（平成１７年新潟市消防局訓令第１１号）の一部を次のように改正

する。 

目次中「第４３条」を「第４２条」に改める。 

第３条第２号中「、その他警防活動」を「その他警防活動」に改める。 

第８条中「並びに」を「及び」に改める。 

第１０条第２項第１号中「及び図面作成等」を「、図面作成等」に、「並びに」を「及

び」に改める。 

第１１条中「及び調査器材等」を「、調査器材等」に改める。 

第１３条中「、その他調査」を「その他調査」に改め、同条第４号中「その他の関係機

関」を「その他関係機関」に改める。 

第１５条第２項中「、その他関係者等」を「その他関係者等」に改める。 

第１８条第１項中「又はその他の死者」を「その他死者」に改める。 

第１９条第３項中「立合人」を「立会人」に、「、言動」を「及び言動」に改める。 

第２０条及び第２３条中「供述」を「申述」に改める。 

第２４条第１項ただし書中「供述」を「申述」に改め、同条第３項ただし書中「及び」

を削る。 

第２５条を次のように改める。 

（質問調査書） 

第２５条 調査員は、質問により知り得た事項で、調査上必要があると認めるものは、質

問調査書（別記様式第１号）に、被質問者の申述を正確に録取しなければならない。 
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２ 調査員は、前項の質問調査書を被質問者に閲覧させ又は読み聞かせ、修正の機会を与

えるものとする。 

第２６条中「前条第２項のほか通訳人の署名を求めておかなければならない。ただし、

これを拒んだ場合は、この限りでない。」を「その旨を記載する。」に改める。 

第２８条中「命ずるものとする。」を「命じ、又は報告徴収書（別記様式第２号の２）

により必要な事項の報告を求めるものとする。」に改める。 

第３３条中「質問、その他の関係資料」を「質問その他関係資料」に改める。 

第３５条第２項中「出火出動時における見分調書」を「出火出動時における見分調査

書」に、「実況見分調書」を「実況見分調査書」に、「鑑識見分調書」を「鑑識見分調査

書」に、「火災初期行動調査表」を「火災初期行動調査書」に、「質問調書」を「質問調

査書（別記様式第１号）」に改め、「（別記様式第１７号）」を「火災報告取扱要領第１

号様式（その３）」に改める。 

別記様式第１号及び第２号を次のように改める。 
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別記様式第２号の次に次の１様式を加える。 
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別記様式第５号及び別記様式第６号中「印」を削る。 

別記様式第１０号から別記様式第１３号までを次のとおり改める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



公示期間4.1-4.10 

 

 

 

 



公示期間4.1-4.10 

 

 

 

 



公示期間4.1-4.10 

 

 

 

 



公示期間4.1-4.10 

 

 

 

 



公示期間4.1-4.10 

 

別記様式第１４号中「火災初期行動調査表」を「火災初期行動調査書」に改める。 

別記様式第１５号中「印」を削る。 

別記様式第１６号を次のように改める。 
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別記様式第１７号を削る。 

附 則 

この規程は、令和７年４月１日から施行する。 


